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【令和７年度第１回小牧市障害者自立支援協議会次第】  

 

開催日時 令和７年５月２６日（月） 午後２時～４時  

会議場所 ふれあいセンター ３階 大会議室  

 

（出席した委員）        （敬称略） 

日本女子大学 中尾 友紀 

ポプラの会 位田 左和子 

小牧市手をつなぐ育成会 黒田 孝子 

社会福祉法人大和社会福祉事業振興会  

身体障害者支援施設 ハートランド小牧の杜 野垣 俊也 

社会福祉法人あいち清光会 川崎 純夫 

社会福祉法人アザレア福祉会  小木曽 眞知子 

一般社団法人小牧市医師会 鈴木 美穂 

愛知県春日井保健所 中村 征人 

春日井公共職業安定所 原 雅恵 

愛知県立小牧特別支援学校 舩越 勢津 

小牧市学校教育課 櫻井 郁代 

小牧市幼児教育・保育課 近藤 江里子 

社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 吉田 友仁 

小牧市障がい福祉課 浅野 秀和 

 

（欠席した委員） 

民生委員・児童委員連絡協議会 丹羽 祐二 

 

（同席） 

尾張北部圏域地域アドバイザー 障がい者生活支援センター ＪＨＮまある 田代 波広      

相談支援事業所連絡会代表 地域活動支援センター本庄プラザ 日高 尚子  

こども連絡会代表 小牧市ふれあいの家 親子通園施設 あさひ学園 尾崎 雅代 

日中活動系連絡会代表 すずかけ共同作業所・さらん 幅田 和子 

就労支援連絡会代表 ペイフォワード小牧 大岩 拓哉  

委託相談支援事業所 サンフレンド障害者支援センター 中野 勝利 

委託相談支援事業所 ふれあい総合相談支援センター 川口 佐代子  

  

事務局 小牧市障がい福祉課 丹羽 隆人 

事務局 小牧市障がい福祉課                     伊藤 優宏 

事務局 小牧市社会福祉協議会                    澤木 厚司 

事務局 小牧市社会福祉協議会 田中 秀治 
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事務局 ふれあい総合相談支援センター 長江 章 

事務局 ふれあい総合相談支援センター 伊藤 凡子 

事務局 ふれあい総合相談支援センター 湊川 健二 

事務局 ふれあい総合相談支援センター 上平 まゆみ 

事務局 ふれあい総合相談支援センター 今井 志乃 

 

（傍聴者） １名 

 

１ あいさつ 

 

２ 委員自己紹介 

 

３ 報告事項 

（1）第 47 回愛知県障害者技能競技大会（愛知県アビリンピック）について 

 

（2）地域生活支援拠点機能強化について（市障がい福祉課より）…資料 1 

 

４ 協議事項 

（1）第４次小牧市障がい者計画に係る評価と進捗について…資料 2 

（令和６年度におこなったことに基づくＰＤＣＡ） 

 ①重点施策１～３ 

 ②基本目標１～８ 

 

５ その他 

（1）障害者差別解消支援地域協議会 令和６年度報告…資料 3 

 

６ 閉 会 

 

＊第２回小牧市障害者自立支援協議会 日時：令和７年１０月６日（月）午後２時～４時 

                  場所：ふれあいセンター 3 階 大会議室 

 

〈配付資料〉 

・次第 

・小牧市障害者自立支援協議会名簿 

・資料１ 小牧市地域生活支援拠点登録事業所 

・資料２ 重点施策１～重点施策３ 基本目標 1～基本目標８ 評価シート 

・資料３ 障害者差別解消支援地域協議会令和６年度報告 

・参考資料１ 情報シート記入例 

・参考資料２ 小牧市障がい者虐待防止センター、小牧市障がい者基幹相談支援センターチラシ 

・第４７回愛知県障害者技能競技大会 愛知県アビリンピック チラシ 

・虐待対応 中級研修 チラシ 

・けんよご！行政職・福祉職のための成年後見制度研修会 チラシ 

・第８回 尾張北部圏域の障害福祉を考える会 チラシ 

・小牧市障害者団体連絡会通信 つながって→ひろげる No.１７、１８ 
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 議事内容 

 

（事務局 長江） 

本日はご多用の中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。定刻になりましたので、これより

令和７年度第１回小牧市障害者自立支援協議会を開催いたします。 

今回の進行を務めさせていただきます、小牧市社会福祉協議会の相談支援課長長江です。よろしくお

願いします。 

なお、本会議は小牧市審議会等の会議の公開に関する指針により、公開とさせていただきます。 

本日の傍聴人は１名となっております。議事録につきましては、小牧市のホームページにて公表させて

いただきますので、ご承知ください。 

初めに、小牧市社会福祉協議会事務局長の澤木よりご挨拶申し上げます。 

 

（事務局 澤木） 

皆様、改めましてこんにちは。 

本日は、令和 7 年度小牧市障害者自立支援協議会の第１回目の会議ということで、大変お忙しい中お

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

第４次小牧市障がい者計画が昨年の４月から始まりまして、１年が経過をしております。本日は協議

事項にもありますように、その進捗と評価について、ご協議をいただくこととなっております。またそ

の中でいろんな評価をいただいて、ご意見をいただけますと幸いであります。 

長時間にわたりますが、いろんなご意見を賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単ではありま

すが冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局 長江） 

澤木局長は次の公務のため途中で退席させていただきます。 

続きまして、年度が変わり、異動により委員の交代がございましたので、自己紹介をお願いしたいと

存じます。名簿の１３の近藤委員、ご所属とお名前をお願いします。 

 

（近藤委員） 

幼児教育・保育課で指導保育士をさせていただいております、近藤江里子と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

（事務局 長江） 

ありがとうございました。 

続きまして、各連絡会の代表と市の担当職員も交代がありました。それぞれ一言お願いいたします。 

 

（日中活動系連絡会代表 幅田） 

今年度から日中活動系連絡会の代表をさせていただくことになりました、すずかけ福祉会の幅田と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（就労支援連絡会 大岩） 

今年度から就労支援連絡会の代表をやらせていただくことになりました、ペイフォワード小牧の大岩

と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（障がい福祉課 丹羽） 

４月から人事異動でまいりました、市役所の障がい福祉課の係長をしております、丹羽と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

（障がい福祉課 伊藤） 

同じく４月から異動でまいりました、障がい福祉課の伊藤と申します。よろしくお願いします。 

 

（事務局 長江） 
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それでは本日の資料の確認をお願いいたします。事前に配布いたしましたものについて、本日の次第

と名簿。資料１、地域生活支援拠点登録事業所。資料２、第４次小牧市障がい者計画進捗評価シート

で、重点施策１から基本目標８までのものになります。参考資料１、情報シートと書いてあるもの。そ

して参考資料２、小牧市障害者虐待防止センターのチラシ。資料３、障害者差別解消支援地域協議会の

令和６年度報告を事前に配布させていただいております。またその他、本日お配りしましたものとし

て、報告事項１の愛知県アビリンピックに関する資料。そして、虐待対応中級研修。成年後見制度に関

するもの。尾張北部圏域の障害福祉を考える会。そしてオレンジ色の『つながって→ひろげる』の No１

７・No１８となっているもの。以上をお配りさせていただいております。資料がお手元にない方はいら

っしゃいますでしょうか。会議の途中で落丁している等ありましたら事務局にお申し出ください。 

それではここからは、中尾会長の進行により会議を進めていただきたいと存じます。会長、お願いい

たします。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。中尾と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは早速入っていきたいのですけれども、本日は、令和７年度の第１回で、第４次小牧市障がい者

計画の流れからすると２年目の節に入るわけです。昨年度、計画の１年目で少し助走期間でもあったの

ですが、２年目に入ると、今度また次の計画策定という形になっていくので、これまでの進捗を、どの

ような状況でできているのか、できていないのか、そしてできているとすれば、どうしたら伸びていく

のか、できていないとすれば、どのようにして実現していくのかということを、きちんと踏まえていく

という意味では、２年目は重要な年かと思っております。皆様方のお力で、計画を上手く動かしていく

ことができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは議事に従って進めてまいります。 

まず報告事項からです。３の報告事項（１）ですね。第 47 回愛知県障害者技能競技大会について、

ご説明をお願いいたします。 

 

（愛知県労働局 藤原） 

みなさん、こんにちは。愛知県労働局産業人材育成課技能五輪・アビリンピック推進室の藤原と申し

ます。本日は貴重なお時間をいただき、ご説明をさせていただくことに感謝申し上げます。本当にあり

がとうございます。 

私共は、愛知県障害者技能競技大会『愛知県アビリンピック』と呼んでおります。愛知県アビリンピ

ックの資料を１枚めくっていただきますと、技能競技大会の関係の資料を入れさせていただいておりま

す。全国大会もございまして、技能五輪全国大会と全国アビリンピックのご説明も後ほどさせていただ

きます。 

アビリンピックは１５歳以上の障害のある方が、２５種目あまりの競技で、日頃職場などで培った技

能を競う大会です。全国大会と都道府県大会がございます。障害のある方々の職業能力の向上を図ると

ともに、企業や社会一般の人々に障害のある方々に対する理解と認識を深めていただき、その雇用促進

を図ることを、この大会の目的としております。私どもは本当に企業の方々に知っていただきたいと思

っております。 

こちらのアビリンピックのチラシの裏面を見ていただくと、今年度は４会場の開催となっております

が、残念ながら日本聴能言語福祉学院で開催される義肢という競技種目の参加者がいらっしゃらないの

で、この３会場になるかと思います。毎年、企業や学校などから、大体１００名程度の方が選手として

参加されています。 

特に小牧市の中部職業能力開発促進センター『ポリテクセンター中部』では、資料を見ていただきま

すと６月２８日の土曜日に、これだけ多くの競技が開催されます。９時２０分ごろから競技が開始とな

り、どなたでも観覧していただくことができます。入退場も自由です。また駐車場も整備されています

ので、ぜひ皆様に観覧していただきたいと思っております。 

選手の皆さんが日頃の訓練を重ねて、競技に真剣に取り組む姿は、本当に胸を打たれるものがありま

す。また私どもも、その姿をみて非常に励みになっております。 

今年度は選手の募集を締め切っていますが、こちらは毎年開催していますので、ぜひ挑戦していただ

きたいと思っております。 

続いてこちらの青いチラシが入っているかと思います。県のアビリンピックで優秀な成績を収めた方
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は、こちらの全国アビリンピックへの出場が可能となっております。愛知県からは毎年２０名から３０

名の選手が、全国大会に出場しています。 

全国のアビリンピックはチラシに記載の通り、１０月１７日から１９日の日程で、常滑市にある愛知

県国際展示場（Aichi Sky Expo）で、技能五輪全国大会と一緒に開催します。競技の日は１８日となっ

ております。 

全国から選ばれた選手の、素晴らしい技能に触れることができる機会だと思っております。ぜひお時

間ある方はご来場いただき、愛知県の選手の応援をしていただきたいと思います。 

競技の日ですが、物づくり体験や地元グルメを紹介するキッチンカーなどのイベントもございます。

その他、障害のある方々の雇用や各種支援に関わる展示や実演などを行う『障害者ワークフェア』とい

ったイベントも開催されております。競技だけではなく、お越しいただくだけでも楽しんでいただける

ような催しとなっておりますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。 

緑色のチラシは、『障害者ワークフェア』の出展者募集のチラシでございます。７月１１日金曜日が

申し込み期限となっております。関心がありそうな事業所さんをご存知のところがありましたら、ぜひ

御案内いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、こちらの白いチラシがございます。こちらは障がい関連ではないですが、２０２

８年に技能五輪の国際大会を開催いたします。国際大会には６０あまりの国や地域から約１７００名の

選手が集結して技能を競います。そして２０２８年までの間、２５年２６年２７年と国際大会の前年ま

で、技能五輪の全国大会と全国アビリンピックは愛知県で開催されます。 

技能五輪、アビリンピックともに、多くの皆様に知っていただけるよう、一層盛り上げてまいりたい

と考えておりますので、ぜひ皆様にもご支援いただければと思っております。 

今日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。アビリンピックは６月７日から色んな競技が始まるようですけど、これは全

て申し込み無しで見ることができるということでよろしいですか。 

 

（愛知県労働局 藤原） 

はい。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。もう１つの１０月の方（技能五輪全国大会、全国アビリンピック）も見に行

くのは事前の申し込みは必要ないということですか。 

 

（愛知県労働局 藤原） 

はい。申し込みは不要です。そのまま見に来ていただけたらと思います。 

また全国大会の方ですね。こちらは競技ガイドの配置をしている競技もあります。実施競技のプログ

ラムなど、全体が固まりましたら県の記者発表やホームページでご案内させていただきますので、ぜひ

ご興味ある方はお申し込みいただければと思っております。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。いろいろと刺激を受けることや、視野が広がるとても良い機会かと思います

ので、ぜひご関心があればご観覧ください。何か今のご説明でわからないことなど、ご質問などありま

したらいかがでしょうか。 

愛知県で毎年開催するということが珍しいことなのですか？ 

 

（愛知県労働局 藤原） 

はい。県大会は各都道府県で行っていますが、全国大会は基本的に共催県を募って、各共催県で行う

大会になります。ですが、愛知県は非常に技能五輪とアビリンピックに力を入れており、多くの回を愛

知県で開催させていただいております。 
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（中尾会長） 

全国レベルだと技術的にも高い方が結集されているので、とても良い機会だと思ってお聞きしまし

た。 

もう１つ『障害者ワークフェア』の案内もありましたけど、これは障害のある方を雇用したい企業の

方がいらしたら、ということですか。 

 

（愛知県労働局 藤原） 

はい。出展になりますので、障がいのある方を雇用している会社や、クッキーなどを販売しています

というような事業者さんも出展しています。 

 

（中尾会長） 

ワークフェアで販売をする事業者の募集もあるし、当日ここで障害のある方が、企業とマッチングも

可能になるということですか。 

 

（愛知県労働局 藤原） 

マッチング機能まではないですが、企業説明をしているところはあるようです。比較的多くの方がい

らっしゃる人気の一画になりますので、ぜひご出展いただきたいと思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。皆さまご質問等、よろしいでしょうか？ 

それでは次にまいります。次第の（２）、地域生活支援拠点の機能強化について、ご説明を市の障が

い福祉課よりお願いします。 

 

（事務局 丹羽） 

お手元に配付の資料１をご覧ください。 

地域生活支援拠点の機能強化について、昨年度、地域生活支援拠点の登録ということで、皆様や市内

事業所の方々に、ご説明させていただいたところになります。小牧市では、令和７年４月から登録に基

づく運用となっております。資料記載の状況は、４月１日時点での登録状況です。小牧市社会福祉協議

会と小牧福祉会の２法人、計４事業所が資料の通り『相談』・『緊急時の受入・対応』・『体験の機会・

場』・『専門的人材の確保・養成』・『地域の体制作り』の５つの機能のうち、実施される機能をご登録を

いただいております。市内の事業所は、他にもたくさんありますので、小牧市としても事あるごとに、

ご登録の説明やお願い等をさせていただきたいと考えております。 

なお、あいち清光会様からも、登録の書類を提出いただいております。書類確認等が終わりました

ら、ご登録ということで、ホームページ等で周知させていただきます。甚だ簡単ではありますが、地域

生活支援拠点の説明は以上になります。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。何かご質問等はありませんか。 

地域生活支援拠点につきましては、重点施策にも入っておりますので、具体的な詳しい内容は後ほど

議論もできますが、今のご説明で何かありましたらお願いします。 

それでは次に進めます。次第４の協議事項です。 

（１）第４次小牧市障がい者計画について、ここから具体的に、昨年度１年目で行った計画の内容の進

捗をご説明いただくとともに、その評価をしていきます。重点施策の１から３を中心に協議を進めてま

いります。配布されている評価シート、こちらが新しい形の評価表になっております。これに基づきま

して、まず重点施策１から事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

（事務局 伊藤(凡)） 

事務局の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

今回より第４次小牧市障がい者計画に基づいた新たな評価シートで、進捗状況を説明させていただき

ます。 

重点施策１、相談支援体制の充実です。資料２の１ページをご覧ください。表の一番左、プランの１
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段目、施策の方向性について、地域の支援体制の充実を図ることが必要となっております。 

２段目、第４次計画での取り組み項目です。相談支援専門員の質の向上につきましては、例年通り研

修会等を行っております。また、地域の相談支援の強化や、指定特定相談支援事業所の体制整備につい

て、この後説明していきます。 

その下の成果のところです。右側、主な活動指標。❷市内相談支援事業所における相談支援専門員の

人数について、方向性は右肩上がりになっています。令和４年度、基準値２５人。令和５年度は下に書

いてあるのですが２６人。令和６年は２７人と若干増えています。その指標の下の❷に、令和６年度の

市内相談支援専門員初任者研修受講者数は１１名だったとありますが、その人数は反映されていませ

ん。 

２ページを御覧ください。一番左のところ、Check 課題についてです。❶ a）指定特定相談支援およ

び指定障害児相談支援に従事する相談支援専門員が増えるか、現在従事している相談支援専門員の 1人

当たりの担当件数を増やさないと、計画作成割合が増えない。❷ a）報酬が安価なので、事業者が相談

支援事業に積極的ではないという現状の課題があります。 

その下今後の取り組みについてです。１）指定相談支援事業所ごとの件数を把握するとともに、追加

の受け入れができない理由を洗い出す。これにつきましては、昨年度同様、基幹相談支援センターの巡

回訪問や、相談支援事業所連絡会で行ってまいります。２）他事業所との連携による機能強化加算取得

を促進する。これにつきまして、今年度 4 月よりいわざき授産所特定相談支援事業所とふれあい総合相

談支援センターで連携を始めました。今後、連携事業所を増やしていくことを検討するとともに、サー

ビス等利用計画作成に伴う、各種加算の取得状況について確認をしていきます。４）の下、１つ目。小

牧市障害者自立支援協議会の事業所に呼びかけ、相談支援専門員の魅力を伝え、相談支援専門員初任者

研修受講につなげる。これにつきましては、尾張北部圏域地域アドバイザー田代さんのお力をお借りし

て、市内障害福祉サービス事業所を対象に、６月１３日に相談支援専門員の仕事の魅力を伝えていくこ

とを行う予定です。以上です。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。まず重点施策１の相談支援体制の充実ということで、これまでの計画がどの

ようになっているか、昨年度、何をしたかというのが冒頭で説明され、その他の課題が出され、今年度

どのようにしていくかの取り組みをお話しいただきました。 

こちらにつきまして、皆さんからご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。相談支援

専門員を増やしていくというのが課題になっております。今後の取り組みについて、どのようにしてい

くかということで、何かご意見をいただければと思います。 

 

（位田委員） 

ポプラの会の位田と申します。ポプラの会に犬山市で相談支援員のお仕事をされている方がいらっし

ゃって、犬山ですとセルフプランはほぼないということと、相談員に対する報酬なのか支援なのか、犬

山市の方が働きやすいという声を聞いたことがあります。 

あと私は、サービス等利用計画書を作っていただく立場にあるのですが、とりあえず最初に作るとき

は、やはり相談員にきちんと話をして、こんなサービスがあると教えていただきながら立てないと難し

いのですが、毎年更新する段階で、前年度と一緒でいいですという場合は、それこそセルフプランでい

いなと思っています。その辺の使い分けを上手くすると、少ない相談員でより効果的に利用できるので

はないかと思います。 

あと、個人的なお願いとして、民間の相談員が増えないのは、年収が低いなどいろんなことがあると

思うのですが、ふれあい総合相談支援センターの相談支援専門員を、単純に増やしてもらうことはでき

ないのでしょうか。素人の意見なのですが、今の相談支援専門員は、とてもお忙しく見えて、実際の相

談の業務はいつされているのだろうと、少し心配もあります。これだけ相談して欲しい人が増えている

ので、単純に予算を確保して、人員を増やしていただけると嬉しいなと思っています。いろいろわがま

まなことを言ってすみません。よろしくお願いします。あと、民間の相談支援専門員に、市独自で加算

というのもあるのかなと思います。多分、犬山市もそれをしているのではないかなと思います。また調

べて報告しますのでよろしくお願いします。 

 

（中尾会長） 
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ありがとうございます。他の市町の話を聞くのも、参考にできることがあるので、また事務局の方で

も、いろいろ調べてくださればと思いますが、私がお聞きしているところで、小牧市のセルフプラン率

が高いことについて、尾張北部圏域地域アドバイザーの田代さんの方で、調査を市に求めたということ

をお聞きしています。その調査について少しお聞かせいただければと思いますがよろしいですか。 

 

（尾張北部圏域地域アドバイザー 田代） 

はい。ありがとうございます。尾張北部圏域地域アドバイザーの田代です。 

現況調査を求めております。実は尾張北部圏域では、春日井市と小牧市がやはり人口も多いので、相

談支援専門員の数も足りませんし、セルフプランにならざるを得ない方が多いという現状があります。 

愛知県で、率だけの議論ではなく、セルフプラン率が高くなる要因を探ることを、市町の協議会を使

って、その取り組みを促さないといけないという話があり、今に至っています。自分が独自で、計画相

談と障害児の相談支援事業所には、市町から現況調査を送っていただくようにはお願いをしており、６

月の上旬ぐらいには、私の方に数字がバックしていただくような形を求めています。 

少し経過をお聞きしていくと、１人の相談支援専門員が、計画を１００件くらいやっているケースも

あるようです。数字を出してみないと分からないですが、やはり新規の計画や更新やモニタリングなど

を、１人で月に２０件を超えてくると、専任の方でも苦しくなってくるのかな、という目安は出てきて

いるので、そういうことを相談員のレベルに応じて、どれくらいやっているのかという手順を出すと、

小牧市ですとあと何人足りないのかいうことを促せるか、狙いをもって、進めようと思っています。 

経営の観点からすると、小牧市社会福祉協議会と小牧福祉会が協働モデルを始められて、そこで機能

強化加算がどれぐらいの報酬を見込めるのかというのも、教えていただきたいと思います。 

あと、先ほどのご質問で犬山市ですと、特に単独の補助はしてないはずです。多分ですが、児童発達

支援センターの強化事業で、色付けをされているのではないかと思っていましたが、私も少し調べてみ

ます。以上です。 

 

（中尾会長） 

はい。ありがとうございます。 

相談支援体制の充実というところで、実際に相談支援に関わっておられる方が、今の報告などをどの

ように感じられているかをお聞きしてみたいと思いますので、順番に野垣委員からお願いしてもいいで

すか。 

 

（野垣委員） 

ハートランド小牧の杜の野垣と申します。よろしくお願いします。 

うちも相談支援事業所を運営していますが、なかなか相談支援専門員が定着しないということは、実

際にあります。重点施策の方向性としても、質の向上を図るとか、人材の育成を求められております

が、質の向上はもちろんですけれども、まず相談支援業務に定着するためには、どういう形をとってい

けば良いのかということを、相談支援事業所連絡会などで話し合っていただけると、ありがたいと思い

ます。私も、事業所の中で職員から相談を受けたりもするのですが、私自身が相談に携わっていないの

で、相談支援事業所を事業所の中で支えていくことが、少し難しいという感覚は正直ございます。そこ

に携わるメンバーの中で、いろんな課題などを共有しながら、全体で取り組みをしていけると良いとい

う思いでおります。 

 

（中尾会長） 

はい。ありがとうございます。川崎委員、いかがですか。 

 

（川崎委員） 

サンフレンドの川崎と言います。 

いつも私の事業所の報告を受けるのですが、サービス等利用計画を作る業務よりも、日常的な相談を

受けることが多くて、確か先月も４００件くらい受けていると聞いています。とても大変な事業だと思

いますし、現場職員の募集がなかなか集まらない中で、相談員の応募はすごくありますが、資格のない

方も多数みえて、お断りしているのが現状です。ですので、相談支援専門員の仕事などを、もう少し周

知できると良いと思いますし、まだまだ相談支援専門員の数が足りないなという実感もあります。 
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（中尾会長） 

はい、ありがとうございます。小木曽委員、よろしいですか。 

 

（小木曽委員） 

社会福祉法人アザレア福祉会の小木曽と言います。 

当法人は相談支援を２ヶ所で行っているのですが、相談支援専門員になるためには、決められた国家

資格等に加え、実務経験が５年必要になり、育成するまでに時間がかかります。事業所経営の観点から

考えると、相談支援専門員を配置するよりも、不在により報酬が３割減となるサービス管理責任者を配

置したいと考えるのが正直なところです。相談支援専門員初任者研修に１１名の受講者がいたと言われ

ましたが、何故、新規事業所が立ち上がらないのか、という問題があります。仕事がハードだというわ

りに報酬が安い現実があると思います。 

近年は、相談支援が周知されるに伴い、今まで埋もれていた方々が、相談に繋がるようになりまし

た。相談できる環境がととのった点では、いいことだと思う反面、子どもから高齢者まで相談にくるよ

うになると、専門的に対応できる相談支援専門員は、なかなかいないと思います。相談者の年代や障害

種別に合わせ、１人の相談支援専門員で対応するのは無理だと思います。１人相談支援専門員が幅広い

年代と障害種別に対応できない場合、特性に強い機関と連携することになりますが、他事業所連携にも

労力と時間がかかり、物理的にも報酬的にも厳しい状況です。根本的な背景を考えると小牧市内に限ら

ず、全国共通の課題だと思います。 

また、早期療育の名の元に、窓口を安易に増やしていないか、障がい福祉課の窓口で療育の必要性を

精査していただきたいです。 

ちなみに、当法人も未だに犬山市役所や事業所から計画依頼がありますが、基本お断りしています。

犬山市の場合、申請時に「実際に相談員が決まってから、福祉サービス使ってください」と言われてい

ると聞いていますので、根本が小牧市や春日井市と異なります。相談員不在ならまずセルフプランで、

と言う考えの方が、利用を希望する立場から見ると親切だと思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。実際にどういうふうにやられているかということを、まずきちんと把握して

いくということが、とても重要かと思いました。その点では田代さんの所で、調査をやられるというこ

とですので、まずその結果がどのように出てくるかと、それを踏まえてどうしていくかということだと

思いました。 

今のところでいかがでしょうか。その他、ご意見などある方がいらっしゃいましたら、お願いしま

す。 

黒田委員お願いします。 

 

（黒田委員） 

チェック課題❶の b）です。自社福祉サービス利用者に限定してという部分です。ある事業所から、

違う事業所に移った際、担当の相談支援専門員が自社の施設に限定しますと、相談を受けてもらえない

ことになったそうです。やはり相談支援専門員も１人でやってみえるから大変ですので、そういうこと

が起きるのかなと思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。やはり自社の福祉サービス利用者に限定してしまうというところは課題です

ね。もう少し、他社の福祉サービスと事業者が、それぞれ連携を取るというのも重要ということです

ね。ありがとうございます。 

先ほど位田委員からのお話の中で、小牧市社会福祉協議会の話も出ていましたけれども、小牧市社会

福祉協議会の方で、なにか相談支援専門員に関してお話はございますか。 

 

（事務局 長江） 

相談支援課課長の長江です。今年度の予算上では増員というのは想定しておりません。 

ただ、これはあくまで私の現時点の感想でしかないのですが、この小牧市障害者自立支援協議会の資
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料を作成する、それから評価シートに基づいて、次の事業を展開するという役割・機能と、相談支援専

門員の機能というのは、違うように感じております。地域で障害者福祉を計画に沿って進めていくこ

と、それから個別相談に応じて、その人の課題をクリアしていくことは、似ているようで違う機能だと

思っております。 

そういう意味では、協議会を評価して基盤整備していく考え方もあれば、委員がおっしゃる通り、相

談支援専門員を増やしていき、目の前の困っている方を何とかしていくという考えもあるかと思いま

す。どちらも大事なのですが、現時点で私が思うのは、協議会、それから地域生活支援拠点を促進して

いく役割を強めていく方が良いのではないかなと感じてはおります。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。社会福祉協議会としての役割という点で、整備をしていくかということなの

で、それぞれ役割分担の中で、どこを強化していくという重点の持ち方の違いだと思うのですけど、今

のところ、そういう方向で進んでいるということですね。 

そうしましたら、重点施策２の方を進めていきたいと思います。地域生活支援拠点の機能強化につき

まして、まずは事務局から説明の方をお願いいたします。 

 

（事務局 湊川） 

事務局の湊川です。資料２評価シートの３ページをご覧ください。重点施策２ 地域生活支援拠点の

機能強化について説明させていただきます。 

地域生活支援拠点の機能強化は、施設・病院から地域へ移行する際の、体験の場や機会の提供、今夜

泊まる場所が無いなどの緊急時の受入対応等の高いニーズに応えるため、更なる体制強化を図ることが

施策の方向性となっています。 

左端の Plan と書いた項目の、①から⑥までが、第４次小牧市障がい者計画での取り組み項目となっ

ています。 

その下、主な活動指標❶の地域生活支援拠点の評価の実績は、令和７年４月から事業所の登録制度を

開始したこともあり、令和５年、令和６年ともに未実施となっています。 

次に❷の福祉施設から地域に移行した人数については、増加を目指しており、令和４年度は１２人、

令和５年度は１３人、令和６年度は現時点で未算出となっています。 

その下、令和６年度に実施した成果について、③の地域生活支援拠点事業所登録制度の説明会を開催

しました。５法人が参加しましたが、先ほど障がい福祉課から報告があったように、現在２法人の登録

に留まっています。 

また、⑥の共同生活援助（グループホーム）の意見交換会を開催し、課題抽出とそこで出た登録制度

についての質問を Q＆Aにまとめ、各事業所へ配布しました。 

４ページをご覧ください。 

課題として、❶の事業所へ登録を促すアクションについては、今年度、共同生活援助と相談支援専門

員との意見交換を行う予定です。 

令和６年度の登録説明会では、複数の事業所から、「受け入れる方の情報が不明瞭な段階での、受け

入れリスク」の話題がありました。お手元の参考資料１をご覧ください。こちらの「情報シート」を、

事前に相談員が作成することで、緊急時の情報共有の円滑化を目指していますが、委託相談支援事業所

ではまだ作成できていないのが現状です。 

また、障がい者に対し、適切な地域生活支援拠点の調整を行う「地域生活支援拠点コーディネータ

ー」の配置が未実施となっており、こちらも整備が必要です。 

また、主な活動指標の地域生活支援拠点の評価について、未実施と説明させていただきましたが、そ

の評価項目や評価基準が定まっていないことも課題として挙げられます。以上が重点施策２になりま

す。 

 

（中尾会長） 

はい。ありがとうございます。地域生活支援拠点につきまして、現状をお話しいただけました。これ

については今、登録制を開始したということで、障がい福祉課の浅野委員から、まず現状と今後どのよ

うにこれを動かしていくのかということを、今のご説明に加えて、市の方のご意向をご説明いただけれ

ばと思います。お願いいたします。 
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（浅野委員） 

障がい福祉課の浅野です。よろしくお願いいたします。 

地域生活支援拠点の登録制度につきましては、機能強化を図るということで、登録制度を、今年度から

開始したというところであります。少しずつ増えていけば良いと思っておりますが、五つの機能のう

ち、特に、グループホームや、退院・入所施設と連携して、空き部屋を活用した緊急時の受け入れや、

体験の場・機会の確保を図ること、障害種別に関わらず、受入れができるようにしていく必要があるの

ではないかと考えております。 

また登録をしていただける事業所が増えるように、昨年の１２月に、市内の事業所の方にお集まりを

いただきまして、説明会を開催させていただきました。あと、５月１３日に、相談支援事業所連絡会が

開かれましたので、そこでも改めてご説明させていただいたところであります。今後、各連絡会におい

て、説明をさせていただき、登録していただける事業所が増えるように、協力していきたいと考えてお

るところであります。 

あと、先ほど説明の中にありました、地域生活支援拠点コーディネーターですが、既に近隣の春日井

市や、多くの市町は配置しておりますので、私どもも配置が必要であると考えております。 

今でも緊急で何かあったときは、やはり相談支援専門員に動いていただいて、いろいろな事業所と連

携を取っていただく場合が多いというようなことを考えますと、基幹相談支援センターなどの、相談支

援を行っているところが良いのではないのかというふうには考えているところでありますが、どこに配

置するのが良いのか、何人ぐらいが必要なのかということについて、検討を進めていかなければならな

いかと思います。 

コーディネーターが配置されますと、連携が取れる事業所が増えると考えられますので、それが事業

所の登録というのに繋がっていけば良いのかと思っていますし、また逆に登録する事業所が増えれば連

携する所が増えますので、コーディネーターも動きやすくなるということで、コーディネーターも増や

していくというような、相乗効果が出てくるのではないかと考えております。以上です。 

 

（中尾会長） 

はい。ありがとうございます。 

今、登録が２法人でさらに３法人になるということですね。まだ３法人に留まっているというところ

で、これからもっと増やしていくということですけれども、これについて皆さん方から、何かご意見が

あればお願いいたします。いかがでしょうか。 

これは、宿泊を伴う施設サービス事業所の方に、より登録をお願いしたいという要望があると思うの

ですが、そのことについて、何か課題がありましたらお話いただければと思います。野垣委員お願いで

きますか。 

 

（野垣委員） 

今、情報シートを添えていただけるとか、コーディネーターの配置もこれから進んでいくということ

はお聞きできました。 

私達は、この地域生活支援拠点の登録をしていないのですが、短期入所の事業所をもっておりまし

て、先月の話ですが、急に介護者が亡くなり、この後どうするのかという方がみえて、現場にも対応を

お願いして、お受けした事例があります。そのときも、最初に対応をとっていただいた相談支援専門員

が、細かく対応いただきまして、小牧市社会福祉協議会とも協力しながら入所に至ったケースです。地

域生活支援拠点がしっかり整備されて、こういう方たちの、生活の安定を図っていけるのではないかな

と思いますので、引き続き、私達も、登録の検討をしながら進めていきたいと思っております。以上で

す。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。恐らく制度の変わり目で、登録をすると何か大変なことが起きるとか、そう

いう意識があったりするかもしれませんが、実際には、緊急時に動かれて、そこに貢献がかなりあると

いうことですので、ぜひご登録をと思います。他は良かったでしょうか。黒田委員お願いします。 

 

（黒田委員） 
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家族としては、緊急時などに、本当に困ることが多いものですから、登録していただきたいというの

が、切実なお願いです。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。当事者の観点から、位田委員はいかがですか。 

 

（位田委員） 

色々サービスを利用する中で、それぞれの事業所がとても苦労されている様子を目の当たりにするの

で、その方々の負担が増えるのもすごく気がかりで、地域生活支援拠点の整備が進むことで、事業所が

楽になるような仕組みができると良いと思います。 

 

（中尾会長） 

そうですね。登録事業所が増えると、どこが適切なのかを選ぶことになって、結果的に集中しないと

いう良さはあるかと思います。これまでも皆さんが行ってくださっているところだと思いますので、登

録制度に移行したこのタイミングで、ぜひ登録をと思います。 

これまでの会議の中では、参考資料１の情報シートで「事前に色々な情報を知らないと、受け入れが

難しい」というお話を、川崎委員などからもいただいていて、そういう対応するということが、少しず

つ進んできているわけですけれど、そういった面で何かお困りの点はございますか。 

 

（小木曽委員） 

小牧市内の方は緊急時において今後、地域生活支援拠点を活用することになると思いますが、当法人

の場合、精神障害の場合、家族から「市内のグループホームは嫌だ」と言われる方が大多数であり、そ

ういった場合、地域生活支援拠点として「市外だけど小牧市と協力したい」という事業所があると、選

択肢が増えると思います。 

質問ですが、登録制度は小牧市外の事業所も対象なのでしょうか。また、他市町の地域生活支援拠点

の現状を地域アドバイザーがご存じであれば、教えていただけたらと思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。田代アドバイザーお願いします。 

 

（尾張北部圏域地域アドバイザー 田代） 

はい。そうですね。今のお話の通り、そういうニーズが当然あるのだろうとは思うので、どこまで応

えていけるのかは、市町の体制次第かと思います。 

今の登録制度というのは、あくまでも「登録をしてください」という小牧市の形なので、制度上です

と、緊急時で受け入れてくれた加算が付くくらいで、特に登録で何かお金が出るというものではなく、

あくまでも協力をお願いしたいという制度なのかと思います。 

参考になるかどうか分かりませんけれども、地域生活支援拠点を整えていく上で、国の補助金などを

使いながら、例えば春日井市は、緊急時の部屋を必ず空けておくということで、実質空床保証をしてい

ます。そこにお金を付けることで、空いていないということがないようにということです。実際に緊急

時において、そこのお部屋に移送していくのは、市の職員の方という仕組み作りになります。名古屋市

になると、自分も定かではないですが、そういう工夫をされている市町もあるということですね。 

あとは自分がお願いしたいのは、拠点について整備状況は終わっているはずなので、ここからは運用

をしなければいけないということです。 

この地域生活支援拠点事業というのは、緊急時にうちの子はどうするのか、親亡き後のためにどうし

たらよいのかなどの課題が、全国どこにでもあって、この事業に繋がっています。そこで何をしなけれ

ばいけないのかというと、受け入れてくれる登録施設や事業所へお渡しする「情報シート」に、相談員

や我々が、緊急時の決め事を記しておく必要があります。これをやっておかないと、いざ何かが起きた

時に、「ハートランド小牧の杜にお願いすればいいか」みたいなことになってしまいますし、これをや

っておけば、精神の方の世帯はここに注意してとか、医療的ケアを要する方は、単に保護する施設だと

看護師が夜間に居ないので、病院でないと対応できないなど色々なことが分かってきます。そのためし

っかり取り組んでいただきたいです。 
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そして、コーディネーターの話がありましたが、コーディネーターを１人配置しても、１５万人の人

口をカバーできる訳ではないので、コーディネーターが配置できたら、そこを中心に、どう小牧市で運

用していくかということを早く進めていただきたいと思います。お願いいたします。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。もう１点。小木曽委員の質問で、市を超えてご利用の方というお話があった

と思いますが、浅野委員よろしいですか。 

 

（浅野委員） 

小牧市の登録制度としては、市内の事業所の方にお願いしているという形にはなります。ただ先ほど

田代アドバイザーが言われたように、今でもそうですが市内市外問わず受け入れていただけるところに

はご協力をお願いするということです。あとは、市内の事業所に登録していただくと緊急時の加算がつ

くというように思いますので、小牧市としては、今後も小牧市内の事業所に登録をお願いしてまいりま

す。 

 

（中尾会長） 

小牧市内にある事業所に登録を促していくというところですね。それはグループホーム等も含めて、

広く説明会を行っていく、これからより促していくということですね。今のお話も含めて、その他いか

がでしょうか。 

地域生活支援拠点登録をとにかく進めていくということと、地域生活支援コーディネーターのお話が

課題としてありましたけれども、よろしいでしょうか。 

ないようですので次に移ります。 

続きまして、重点施策３を事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 

(事務局 上平) 

事務局の上平と申します。よろしくお願いいたします。 

５ページをご覧ください。重点施策３の発達支援・医療的ケア児等支援の充実です。施策の方向性は

こちらに記載されている４点となります。 

取り組みとして、太字の（１）障害児相談・発達支援の充実では、①～⑤の取り組みを行ってまいり

ます。その下です。太字の（２） 医療的ケア児等の支援では、①～⑥の取り組みを行ってまいりま

す。 

６ページをご覧ください。成果についてです。表の上段の主な活動指標については、❶あさひ学園の

相談件数は、令和 4 年度の基準値５４８７件に対して、方向性は右肩上がりとなっております。令和５

年度の実績値は、５５３６件、令和６年度は５３７９件と横ばいの数値となっております。 

続きまして、❷医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者数について、令和４年度の基準値

は、２人に対して右肩上がりの方向性となっております。令和５年度の実績値は２人、令和６年度は小

牧市社会福祉協議会ふれあい総合相談支援センター職員１名が、医療的ケア児等コーディネーター養成

研修を受講しております。 

６ページの下段（２）の③令和７年３月までの医療的ケア児等コーディネーター講習修了者は、各機

関で表記の通りとなっております。医療的ケア児等コーディネーターは保健センターと、基幹相談支援

センターなどが設置公表されております。 

７ページをご覧ください。課題についてです。❶の課題です。あさひ学園の相談件数については、地

域の方々にあさひ学園の周知ができていないことでございます。児童発達支援センターの４つの機能の

ひとつになっております、「地域の障がいのあるこどもの発達相談の入口としての幅広い相談機能」と

重複することもあり、あさひ学園だけでなく、児童発達支援センターも相談窓口であることの周知が必

要です。❷の課題です。医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者をどの関係機関に何人配置す

るのが望ましいか、また受講の優先順位などの検討がされていないことでございます。 

８ページをご覧ください。今後の取り組みとして、❶あさひ学園の周知では、民生委員・児童委員

や、保健連絡員向けの出前講座を行い、地域の方々にも知って頂けるよう取り組んでまいります。 

その下です。❷医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者数につきましては、受講者を均等に

増やしていけるよう、計画を立てて進めていく必要がございますので、今後も各機関に働きかけを行っ
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てまいります。その下の（１）、（２）の項目に関しましても、今後の取り組みとしてあげさせていただ

いております。以上、重点施策３となります。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。重点施策３は発達支援・医療的ケア等支援の充実ですが、これにつきまして

のご説明で、ご質問やご意見などがございましたらお願いいたします。 

 

（位田委員) 

今のお話の中で出ていない、成長記録についてよろしいでしょうか。成長記録は、皆様が活用できる

ようにと、随分前から動いていただいており、ありがとうございます。実は、保護者が意外と成長記録

について知らないのです。持っているはずだと思いますが、分かっていない。この前、２年生の児童の

保護者に聞いてみると持っているはずですが、成長記録のことがピンときてないようでした。そのお母

さんはわりといろんな情報を自分で集めている方なのですが、その「成長記録」という名称も分かって

いない状況でした。保護者に徹底して伝わっていないことや、保護者から学校や、事業所等に渡しても

らっているため、保護者が理解していないと止まったままになってしまうと思います。保護者への理解

について何か方法があればよいと思います。 

もう一つですが、先程触れていませんでしたが、居宅訪問型児童発達支援は現在３名の方が春日井市

の「つむぎ」という事業所を利用されているのを違う場でお聞きしました。週２回程度、１時間から１

時間半ぐらい利用されてということなのですが、その方々がこの時間や、回数で満足されているのか。

もう少し利用したいと思っているのか等が分かると良いと思います。この方々は外には全然出られず、

支援が自宅に来ていただかないといろんな活動ができない方ですので、なかよし訪問でまた聞き取りを

行って、満足されているのか、もし足りていないようであれば、現在受け皿がない状況なので、増える

ような働きかけとして、要望書を出したいと思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。 

成長記録についてと、居宅訪問型児童発達支援の２点についてですが、こちらは事務局の方から現状

をご説明いただいてもよろしいでしょうか。 

 

（事務局 伊藤(凡)） 

成長記録に関しましては、こども連絡会中心に取り組んでおります。保護者への説明が保健センター

からということが現状です。今後、保健センターから保護者へ渡す時の成長記録というものをどのよう

に伝えて、展開していくかというところは、保健センターとも共有していきたいと思っております。 

居宅訪問型児童発達支援については、なかよし訪問で引き続き聞き取りは行っていきます。現在、通

所と併用できる状況がありますが、どのように利用しているかも含めて聞き取りを行ってまいります。 

 

（中尾会長） 

鈴木委員、お願いします。 

 

（鈴木委員） 

成長記録については、例えば母子手帳も記載がない方が多く、発達の記録を初診時に確認させていた

だいております。必ずお伝えさせていただいておりますが、記載していない方が多いです。働く方が増

えてきておりますし、1歳半ぐらいから全く情報がなく、発達も覚えていない、発語も「どうだったか

な」と言われることが多く、小学校に入られた頃になると、自分でもわかっていないし、どのように説

明すれば良いのかもわからない。私の個人的な意見としてこの成長記録については、私ができることは

協力しようと思って、いろいろ作っているのですが、やはり保護者に作成していただくということにつ

いては、例えば学校に提出するアイテムにするとか、もう少しはっきり明確化しないと、使うものにな

っていないと思います。もう少し何か知らせるアイテムとして伝えていかないと、保護者もますます作

成しないのではないかと思います。保健センターがかなり伝えてくれているようで、作成する余裕があ

る方は取り組んでいらっしゃると思いますが、なかなか分からないのではないかと思います。それを作

成していただこうと進めていくことは、保健センターだけでなく、学校、園などいろんなところで一緒
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に記載するぐらいでないとかなり難しいのではないかという印象です。関係機関が一緒に作成していく

流れが必要ではないかと個人的には思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。 

では、こども連絡会尾崎代表お願いします。 

 

（こども連絡会代表 尾崎） 

あさひ学園の尾崎と申します。 

成長記録につきまして少しお話させていただきます。成長記録が最初に出来上がってから１５年が経

過しました。使っていく中で、保護者が行く所ごとに、何度も同じお話をしなければいけないというこ

とや、忙しく子育てをしていてほぼ記憶がないということで、いつ言葉が出たかの記憶がないなどで未

記入が多い状況です。２年ほど前から、先程出ましたセルフプランが多い中、情報共有ツールとして使

えないかという意見も含めて、保健センター、子育て世代包括支援センター、幼児教育・保育課と、あ

さひ学園の４者で成長記録の改訂を重ねてきました。先程事務局の方からお話がありました、成長記録

を初めて作成するときは、保健センターの検診でどうしても子育てが大変という保護者になかよし教室

という教室をご案内し、なかよし訪問を経てあさひ学園に繋がる時に初めて、保健師と保護者が一緒に

作るという作業となっております。それから学年が上がる進級ごとに、関わる事業所が一緒に更新して

いくという流れにしていく予定となっております。今回、成長記録の内容を充実させてリニューアルし

たものを今年度からこども連絡会で同意いただいた上で、本格的に新しい成長記録を使っていくという

ことになっています。これは保健センターと一緒に作るといったところは、就学すると保健センターと

の関りが遠のくため、関わっている事業所の方と一緒に作るということが、主な作成方法となっていき

ます。 

また、今回内容をリニューアルしたことに合わせまして、情報共有ツールの意味がより込められるよ

うに、担当者会議の意味や、どのようにすると担当者会議を開催できるのか、セルフプランでも委託相

談支援事業所に相談すると良いなど、委託相談支援事業所のご紹介のページも追記させていただきまし

た。私達も情報共有ツールとしてこの成長記録は保護者を通じて、学校や、保育園、幼稚園、事業所の

方に、お互いが成長記録に自分たちの記録を綴り、お互いが確認できる連絡ノートのようになればと思

いを込めて今回新しく作成させていただきました。支援の必要な児童だけが作成するので、広く名称を

PR することは難しいのですが、例えば手帳を取得する時に、児童相談センターに成長記録を持参するこ

とや、「成長記録はお持ちですか」と声をかけていただくようにお願いをしておりますし、各機関から

も保護者に「成長記録はお持ちですか」とお声かけいただけるように働きかけておりますので、これか

ら少しずつ伝わっていくのではないかと期待を込めております。 

 

（中尾会長） 

鈴木委員、お願いします。 

 

（鈴木委員） 

受診に来られる方は母子手帳も失くしている、発達検査をどこまでやるのか、何も知らない、「どこ

かにあったかな」などと、せっかくこれだけのことをやっていただいており、個人情報なので難しいと

は思うのですが、例えばどこかに行けば保護者が失くしてしまっても確実に手に入るように、データベ

ース化するなどができるとよいなと思います。ほとんど管理できてない方が多いです。せっかくこれだ

け皆さんが関わってくれて作成しているので、非常にもったいないと思います。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。その情報をお持ちの保護者が失くしてしまうなどの問題を抱えており、今後

の課題かと思います。今いろいろとお話が上がっていますけれども成長記録に関しましても、その他の

関係のことにつきましても、何でも大丈夫ですので、何かご意見やご質問などがございましたら、いか

がでしょうか。 

 

（浅野委員） 
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医療的ケア児等の関係なのですが、今年度は愛知県で医療的ケア児だけでなく４０歳未満の方の者を

含めた実態調査というのを愛知県が全体的に調査をしております。各市町にアンケート用紙を配布し、

調査を行なっております。小牧市内は、医療的ケア児等ネットワーク部会の方が把握しております。医

療的ケア児のご家庭に配布し、４０歳未満の方も対象ですので、医療的ケア児等ネットワーク部会でも

把握されていない方もお見えになるかと思いますので、生活介護事業所や相談支援事業所などにもご協

力をお願いしています。今年の秋ぐらいが提出だと思います。またそれ以降、愛知県がまとめて集計の

結果が出るかと思いますので、結果を参考にしながら支援の充実を考えていこうと思っております。 

もう一つ、医療的ケア児等コーディネーターについてですが、今の配置状況としましては資料に記載

してある通りです。医療的ケア児等コーディネーターになるには、愛知県が開催する講習を受けていた

だく必要があります。毎年市内 1名ないし２名程度という受講枠がありますので、小牧市も、どなたか

に受けていただいている状況であります。資料にもありますように、まだなかなか講習受講ができてい

ない機関がございますので、その関係部署と調整をしながら、各方面に広げていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。 

愛知県の調査と、小牧市で今後医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講者をどのようにして

いくかということをご説明いただきましたが、その他いかがでしょうか。 

医療的ケア児等の支援を充実させていくという方向ですが、小牧市ではあさひ学園と上手く協力して

進めていくというところだと思います。お子さんの成長に合わせて様々なことを行なっていると思うの

ですけれども、そういった児童に関わっている方からお話がいただければと思います。幼児教育・保育

課の近藤委員、医療的ケア児に関して切れ目のない支援、支援を充実させていくということについて何

か行っていることがあればお伝えいただければと思います。 

 

（近藤委員） 

公立保育園では、看護師を配置するように募集をしています。以前は３名程保育園の拠点園の所に看

護師を配置しておりましたが、コロナ禍もあり、保育園で看護師をしていた方も自分たちも何かできる

ことがあるのではないかと、保育園を辞めてコロナの協力体制に至ったことで、その後看護師配置がで

きていない状況です。しかし、医療的ケア児を受け入れるにあたり、看護師の配置が必要であります。

今までは事務看護師という名前で募集していましたが、保育園で看護師が事務をするわけではなく、子

供のケアや怪我の処置をしていただくので、保育園看護師という名称で募集を行なっています。まだ採

用には至っていませんが、看護師を配置し、導尿や経管栄養などを行なえる場所が必要なので、人権問

題などお子さまのプライバシーを守るというところでも、老朽化した園でどのように行うかも検討して

います。 

私立園では、看護師を配置し受け入れているところもあります。公立園でも建て替え計画を進めてい

ますので、受け入れる方法を検討しております。受け入れにあたり低年齢化しており、０歳のお子さま

に病気や障がいがあり保護者の方も就労したいという思いがあり、いろんな側面で前向きに考えていけ

たらと思っています。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。 

学校教育課の方から櫻井委員お願いします。 

 

（櫻井委員） 

就学相談をする中で医療的ケアが必要なお子さんや、ご家族に出会った時は、小牧市立の小学校を希

望するのか、それとも手厚いサポートのある支援学校を選択していくのかというところから話し合いを

させていただいております。小牧特別支援学校と情報共有しながら進めていただけているので大変心強

く思っています。 

ご家庭が、小牧市立の小学校を選択するという場合につきましては、やはりバリアフリーが整ってい

る学校と、なかなか安全が確保できないという学校等もありますので、そのお子さんが本当に安全に過

ごせる学校はどこだろうかというところから話し合いが始まっていきますし、看護師が常駐している必
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要があるのか、それともケアの時間だけで大丈夫なのかなどを聞き取りながら、そのお子さんにとって

本当に必要なことを決めていくということを６年度の入学に向けて行ったということはあります。その

ため、お子さんが年少、年中になられた頃にはまず、学校教育課に繋がっていただかないとそういった

十分な準備ができない状況となります。医療的ケアが必要なお子さんがいる場合については小牧市立の

学校にするのかどうかということも含めて、まずは学校教育課にご相談いただけたらと思っておりま

す。なかなかできないこともありますし、看護師を募集しても幼児教育・保育課と同じように、学校に

一人確保するにも１年がかりでしたので、できるだけ早い相談をお願いしたいと思います。 

また、現在小牧市立の小学校や中学校にいらっしゃる医療的ケアのお子さんは、インシュリン注射が

ほとんどで、ご自身でできるということですので、特に教員が見守る必要がないお子さんが多い状況で

すので、成長とともに自分のことをケアしていけるようになっていますので、お子さんなりに偉いなと

思いながら話を聞いております。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。小牧特別支援学校舩越委員よろしいでしょうか。 

 

(舩越委員) 

小牧特別支援学校舩越です。本校は在籍児童の区域が広いため、小牧市在住の医療的ケアが必要な児

童・生徒が何人いるのかは、今把握できていませんが、全校で２２名の医療的ケア児を看護師１３名で

受け入れて学校教育の場を提供しております。入学してきた医療的ケアが必要なお子さんが安全な環境

で教育を受けられるようにというということで、初めの手続きについては保護者、主治医のドクターな

どからいろいろな指示を受けて、なるべく早く保護者の付き添いを終えて、校内の看護師で医療的ケア

ができるようにということで、なるべくその期間を短くするような手続きを進めています。 

そのため、だいたいゴールデンウィーク明けくらいには、吸引や注入、導尿などについては、ほぼ校

内にて対応しておりますが、近年は人工呼吸器や酸素吸入など非常に重度なお子さんもおりますので、

そういうお子さんについては保護者の方が安心してお子さんを学校に預けられるような環境を作ること

が大事ということで取り組んでいます。 

あとは、子供たちが教育を受けて学校が終わった後、看護師がいる放課後等デイサービスのお迎えで

帰ることが多いのですが、朝の通学については保護者が連れて来られる方がほとんどです。今年度から

愛知県立の肢体不自由の特別支援学校すべての学校で、朝の登校については「通学支援における事業」

という、県のモデル事業がはじまりました。保護者が、訪問看護師と介護タクシーを確保できれば、学

校までお子さんと、看護師とで介護タクシーを利用して通学する費用を県が支払うというものです。保

護者の通学に関する負担を減らそうということで始まっておりますが、今年度は本校の保護者からの申

請はありませんでした。お聞きすると、朝の忙しい時間帯に看護師が見つからなかったということでし

た。朝の忙しい時間帯に高齢者の方の対応などもありますし、看護師を見つけることは大変だとは思い

ますが、この事業を活用できると保護者の負担も減るのではないかと思っています。 

もう一つのモデル事業があります。「校外学習付き添いモデル事業」です。学校から遠足で出かけ時

のお昼の注入などを保護者ではなく、訪問看護師で行うことや、修学旅行や宿泊の行事の付き添いを保

護者ではなく、訪問看護師さんにお願いするという制度です。今年度から始まったばかりですので、ま

だこれから実証をしていくという段階ではありますが、医療的ケア児の保護者の負担が少しでも減るよ

うに学校としても考えて対応していこうと思っています。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございます。 

医療的ケア児の現状につきましてそれぞれお話をいただきました。今のお話を受けまして、何かご質

問やご意見があればいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

それでは、重点施策１、２、３それぞれにつきまして、何か伝えていないことなどがあれば出してい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。昨年度どこまで進んだか、昨年度までのところで残して

いる課題を出していただけましたので今の課題を踏まえまして、今年度改めてまた進めていくことにな

ろうかと思います。また皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは重点施策の方は終わりまして、続いて基本目標１から８というのもあります。この基本目標

１から８につきまして、協議を行ないたいと思いますが、事務局の方からご説明をお願いしてもよろし
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いでしょうか。 

 

（事務局 伊藤(凡)） 

時間の関係で、基本目標１「権利を守ります」をお伝えいたします。小牧市での障害者虐待対応につ

いて、説明をさせていただきます。 

 

（中尾会長） 

残り時間を考えて、基本目標の１から８までは多いですので、基本目標１の「権利を守ります」に絞

り込んでお願いしたいと思います。 

 

（事務局 伊藤） 

資料２の９ページをご覧ください。施策の方向性については、「福祉教育の推進やあらゆる機会を活

用して、障がいの特性や障がいのある人についての正しい理解を促進する。障がいを理由とした差別の

解消、合理的配慮の提供、障がいのある人の権利擁護に努める」としております。 

取り組み事項が４つあります。 

主な活動指標としまして、いずれも方向性は❶から❹までは右上がりになっております。❺障がいを

理由に差別を受け嫌な思いをした経験がある障がい者（児）の割合を下げていくという方向性になって

おります。 

１０ページをご覧ください。DO 成果の（４）小牧市障害者虐待防止センターを小牧市障がい者基幹

相談支援センターに設置し、虐待通報・届出・相談を受けています。 

令和６年度、虐待通報件数は施設従事者および使用者虐待１５件、養護者虐待７件。通報の内容につ

きましては、その下の種別、件数となっております。 

 

（事務局 長江） 

今の通り虐待の実績はこの通りなのですが、参考資料２をご覧ください。片面が「小牧市障がい者基

幹相談支援センター」のチラシで、片面が「小牧市障がい者虐待防止センター」のチラシになっており

ます。この虐待の件数が多いのか、少ないのかは正直何とも言えませんが、まだまだもしかすると「小

牧市障がい者虐待防止センター」の周知が届いていないかもしれないということで、今日はあえてお配

りいたしました。 

障がい者虐待防止センターとしまして、小牧市が行なっていた時よりは増えているような感じはしま

す。通報することのハードルが下がったのか、要因はわかりませんが、ただ、民生委員が「障がいのあ

る方のことはなかなか情報が入らない」、「訪問もなかなか行けない」ことも言われており、今後も「小

牧市障がい者虐待防止センター」の啓発について進めていき、早期に発見し早期に対応して、解決を図

るということを考えております。 

たくさんある項目の中で今日お話するのはまず、この虐待件数があるということ、そして「小牧市障

がい者虐待防止センター」についての啓発を今後引き続き進めていき、早期に対応する方法についてご

報告と考えております。 

 

(中尾会長) 

ありがとうございます。基本目標１から８まで多くありますが、その中で基本目標１の権利を守りま

すに関して、特に虐待防止センターの連絡先について、より周知を図るということでご紹介をいただき

ました。今のことにつきまして、何か皆様からご意見やご質問はございませんか。よろしいでしょう

か。 

その他、少し残り時間が少なくなってまいりましたので、基本目標の１から８まで全てご説明するこ

とができませんがこの基本目標１から８の中で記載されている内容につきまして、事前に資料をお配り

しており、ご覧いただけたかと思いますので、何かご質問やご意見など、基本目標１に限らず何かござ

いましたらご意見をいただければと思いますがいかがでしょうか。位田委員お願いします。 

 

（位田委員) 

２２ページ、２３ページで社会参加を促進する中で、パークアリーナのトイレの改修が出ているので

すが、トイレの洋式化等と記載されていますが、バリアフリートイレになるという解釈でよいのでしょ
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うか。もしわからなければどこの部署にお聞きすると良いのかを教えていただけると、市役所の担当部

署にお話しようと思います。２３ページの今後の取組みの（７）です。 

 

（浅野委員） 

詳細は分かりませんが、担当部署としましては文化・スポーツ課となります。 

 

（位田委員） 

では、そちらに行ってお話ししてきます。皆様にお伝えしておきたいのですが、公民館が新しくな

り、この間、障がい関係のイベントがあるので行きたいと思い、公民館に大人用のベッドがあるかの問

い合わせをしたところ、改修した内容を電話に出られた方が把握しておらず、「ありません」という答

えが返ってきました。しかし、実際はありました。電話に出られた窓口の方はとても責任感がある方

で、電話の後に館内を確認して、実際にベッドがあることが分かった時点でまた、折り返し連絡をいた

だき、丁寧に対応していただきました。 

このように、バリアフリー化を進めていながら問い合わせがあった時に、対応ができないと宝の持ち

腐れになるので、こういったものが進んだ場合には、その現場の方々が把握して問い合わせがあった時

に答えられるような仕組みをきちんと作っていただきたいと思います。そのような機会に遭遇した場合

はよろしくお願いします。 

 

(中尾会長) 

ありがとうございました。 

イベント等に行くかどうかを決めるのにそういう施設に設備があるかどうかを確認するのは確かです

ので、今言われたお手洗いに限らず対応できるように、ぜひよろしくお願いいたします。その他いかが

でしょうか。 

またお気づきの点がございましたら、後ほどでも出していただければまた少し遅くなりますけれど

も、次の協議会で議論できればと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは協議を終了したいと思います。ありがとうございました。 

次に次第５、その他として障害者差別解消支援地域協議会のご報告です。事務局からご説明をお願い

いたします。 

 

（事務局 丹羽） 

それではご説明させていただきます。資料３をご覧ください。 

本市では、小牧市障害者自立支援協議会を障害者差別解消地域協議会と位置づけさせていただいてお

りますので、毎年第１回目の協議会において前年度の実績報告をさせていただいておりますので、今回

は令和６年度の実績報告をさせていただきます。 

令和６年度につきましては、１名の方からそれぞれ１件ずつ、合計２件の相談がございました。 

 

（中尾会長） 

ありがとうございました。それでは以上で議事をすべて終了いたしました。皆様ありがとうございま

した。 

それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

 

（事務局 長江） 

中尾会長、進行ありがとうございました。 

委員の皆様も貴重なご意見をありがとうございました。なお、評価シート作成にあたり、委員の皆様

よりそれぞれの部署の現状や今後の取り組みにつきまして教えていただきましたが、本日は時間の都合

により深く協議するに至らなかった内容もございます。それらにつきましては、本日の皆様からのご意

見とともに今後、各連絡会での参考とさせていただきます。 

 本日の小牧市障害者自立支援協議会は以上になります。第 2 回の本協議会は次第の末尾に記載してあ

ります通り、１０月６日（月）午後２時からとさせていただきました。 

 なお、記載していない第３回の本協議会につきましては、年明けを考えております。市議会が開催さ

れます、２月２４日から３月１８日は外し、期日を定めてなるべく早く皆様にご案内いたしますので、
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お忙しいこととは存じますが、日程の調整をよろしくお願いいたします。 

長時間にわたって活発にご協議いただきありがとうございました。これを持ちまして令和７年度第１

回小牧市障害者自立支援協議会を終了いたします。ありがとうございました。 


